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本件に係る原告撮影のサライ掲載写真の―部が、被告の社内においてデジタル

化された点について、部門監督責任者として調査した結果を、以下に陳述します。 

 

１．デジタルデ―タの保存場所について 

被告は、すでに準備書面で主張したとおり、原告撮影写真のデジタルデ―タを

社内のデータベースに保存していました。このデータベースは、ハードディスク 

内に収納していましたが、そのハードディスクには、机を向かい合わせてＳＶＤ

（小学館ビジュアル・データベース）の準備作業をしていた担当者４名のＰＣと

の関係において、サ―バ機能を負わせていました。たとえぱ、１人で２台のＰＣ

を使用する場合に、外付けハードディスクを共通サ―バとして利用するのと同様

の状態です。ですから、被告の―般社員のＰＣから原告撮影写真を検索閲覧する

ことができたわけではありません。もちろんインターネットとも全く遮断されて

います。 

また、被告は、このハードディスクに保存する作業過程において、一旦ＣＤ－

ＲＯＭにデータを保存しています。 

 

２．デジタル化された原告撮影写真の枚数について 
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被告は、原告からの抗議を受け、デジタルデ―タ化した原告撮影写真を調査す

る際、まず、ハードディスク内を検索し、３６４枚を抽出しました。その後、ハ

ードディスクにはまだ保存されていないデータをＣＤ－ＲＯＭ内から探した結果、

４１枚が該当しました。 

そして、ハードディスク内及びＣＤ－ＲＯＭ内の保存データ合計４０５枚すべ

てについて、これを削除しました。 

原告は、被告によりデジタル化された枚数を４６１枚と主張しています （訴状

添付の 「サライ全掲載写真―覧表」（以下「表１」という）の 「デジタル化」

欄）。しかし、披告がデジタル化した枚数は４０５枚で、２００４年８月６日の

文書による回答書（甲 3）に記載のとおりです。 

原告は、被告が、本件訴訟前に、サライの２００１年１６号から２００３年１

５号までについてデジタル化の作業を行ったと回答（乙１４の１）したことに基

づいて、当該各号に掲載された原告撮影写真の使用カット数を合計した枚数であ

る４６１枚が、被告がデジタル化を認めている枚数であると主張するのだと思い

ます（表１の「デジタル化」欄記載の丸印に対応する使用カット数）。 

しかし、まず、２００２年２２号の２４枚は、表１の 「サブタイトル」欄に記

載されているとおり、広告企画、すなわちスポンサ―とのタイアップ企画で、ニ

次利用をすることが全く念頭にないため、デジタル化作業は行っていません。 

また、原告の主張によれば、上記各号に掲載された写真のうち、合計３０枚が 

紛失しているということですが（訴状添付の 「サライ未返却写真―覧表」の「未

返却数」欄記載の枚数の合計）、これらの写真については被告の手元にもなく、

したがってデジタル化もされていません。つまり、被告は、あくまで手元に存在 

したポジフィルムを用いてデジタル化しましたから、手元にない写真については

デジタル化もしていないのです。 

これら２つの点を踏まえて、全掲載写真４６１枚から２４枚及び３０枚の合計

５４枚を差し引くと、４０７枚になります。被告が主張する４０５枚と２枚の誤
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差が生じますが、ほぼ整合するのではないかと思います。 

いずれにしましても、被告がデジタル化した写真は、原告に対して、２００４

年７月３日に渡した３６４枚と同年８月６日に渡した４１枚の合計である４０５

枚であることに間違いはありません （甲３） 

原告が同年７月３日に３６４枚を受領したことについでは、双方の主張は―致

しています（甲１３、９頁）。また、８月６日に渡した４１枚というのは、２０

０３年１５号掲載写真のすべてです（表１及び甲４の３枚目）。 

以上 

 


